
  

        2021 年 11 ⽉ 29 ⽇ 
沖縄県知事 ⽟城 康裕 殿 
⽯垣市⻑  中⼭ 義隆 殿 
（同報）環境⼤⾂ ⼭⼝ 壯 殿 
（同報）経済産業⼤⾂ 萩⽣⽥ 光⼀ 殿 
      

アンパルの⾃然を守る会 
共同代表 島村 賢正 

我がーやいまの⾃然環境を考える会 
                               会⻑  宮城 信博 

⽯垣島エコツーリズム協会 
会⻑   ⾕崎 樹⽣ 

     カンムリワシ・リサーチ 
代表   ⼩林 孝 

公益財団法⼈ 世界⾃然保護基⾦ジャパン 
会 ⻑  末吉 ⽵⼆郎 

公益財団法⼈ ⽇本⾃然保護協会 
理事⻑  ⻲⼭ 章 

公益財団法⼈ ⽇本野⿃の会 
          理事⻑     遠藤 孝⼀ 

ラムサール・ネットワーク⽇本  
共同代表 ⾦井 裕・永井 光弘 

                    （以上、五⼗⾳順。団体印省略。） 
     

「（仮称）⽯垣リゾート＆コミュニティ計画」に関する要請書 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 
南⻄諸島は、サンゴ礁や⼲潟、亜熱帯林やマングローブ林といった多様な⾃然環境や景

観を有し、陸域・海域ともに数多くの固有の野⽣動植物種の⽣息・⽣育地となっています。
今年 7 ⽉には南⻄諸島４か所がユネスコの世界⾃然遺産に登録され、この地域の⽣物多様
性の豊かさは世界的に⾼く評価されています。 

⽯垣島は、南⻄諸島の中で特に貴重な⽣物多様性が残されている⼋重⼭諸島の中⼼拠点
であり、沖縄県第３位の⾯積を有する島内各所が⻄表⽯垣国⽴公園や国指定⿃獣保護区に
指定されています。中でも⽇本最南端のラムサール条約湿地である名蔵アンパル周辺は、
環境省の特定植物群落に選定された名蔵川河⼝域マングローブ林が広がり、名蔵湾および



  

名蔵川集⽔域を含む⽣物多様性を保全する上で極めて重要な湿地が存在します。 
現在、株式会社ユニマットプレシャス（以下「ユニマット社」）により進められている

「（仮称）⽯垣リゾート＆コミュニティ計画」（以下「本件事業」）の対象地域は、亜熱帯
性の貴重な⾃然景観である前勢岳やバンナ岳に隣接し、上記の名蔵アンパル周辺地域にも
⽔系を通じて強い連関性があり、国の特別天然記念物で種の保存法により国内希少野⽣動
植物種に指定されているカンムリワシをはじめとする希少な野⽣⽣物の⽣息地になってい
ます。よって本件事業に対しては、⽣物多様性への配慮が特に強く求められています。⼀
⽅で、本件事業は「地域未来投資促進法」の適⽤事業として諸⼿続きが進められてきてお
り、現⾏の計画内容では、この地域の⽣物多様性価値や貴重な⾃然が不可逆的に失われる
ことが強く懸念されています。にもかかわらず、地域住⺠に対する情報開⽰や説明が⼗分
に⾏われないまま着⼯に向けた準備が進められる中、住⺠による強い反対運動が展開され
ています。 

世界的に貴重な⽯垣島の重要な資産である豊かな⾃然環境と⽣物多様性を後世に残し、
地域住⺠による⾃然とともにある暮らしを守るため、本件事業に関して、以下の事項を要
望いたします。ご⾼配を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 
 
１．本件事業に関して、ユニマット社が沖縄県に提出している地域未来投資促進法（地域

経済牽引事業の促進による地域の成⻑発展の基盤強化に関する法律）に基づく「地域
経済牽引事業計画」、および同法に基づき⽯垣市が沖縄県に提出した「⼟地利⽤調整
計画」の内容について、沖縄県の下記２．の同意の審査前に開⽰するとともに、住⺠
および関係する専⾨家等の意⾒を聴取する機会を設けること 
 

２．沖縄県が、上記「地域経済牽引事業計画」に対し同意するか否かを審査するにあたっ
ては、以下の点を厳格に審査し、同計画が⾃然環境の保全と活⽤を通じた地域全体の
振興に真に寄与することを担保すること 

（１）上記「地域経済牽引事業計画」が同法に基づき国が承認した「基本計画」
の記載事項（※注１）に合致していること 
（２）本件事業の対象地域に国の特別天然記念物で種の保存法の国内希少野⽣動
植物種であるカンムリワシ等の⽣息地および名蔵アンパルに連なる重要な保全地
域が含まれていることから、同法および同法ガイドラインで対象事業に求められ
ている適切な環境保全が図られ、⾃然環境へ重⼤な影響がないように⼗分な配慮
が⾏われていること 
（３）本件事業の経済効果の算出にあたっては、⽯垣市第４次総合計画（※注２）



  

に基づき、⾃然環境の価値・利⽤に関する効果算出も併せて⾏い、ゴルフリゾー
ト⼀辺倒の収益計画に基づく算出ではなく、⾃然環境と調和した他の利⽤⽅法に
よる経済効果との⽐較検討を⾏うこと 
 

３．沖縄県による上記２．の審査にあたっては、ユニマット社が沖縄県環境影響評価条例
に基づき提出した環境影響評価書において、2021 年 2 ⽉ 19 ⽇付け沖縄県知事意⾒書
の指摘事項が事業計画に⼗分に反映されていないことが⾒受けられることから（※注
３）、これらの項⽬について事業者に対し必要な対応・改善を求め、対応・改善がな
されるまでは同計画に対し同意しないこと 

 
※注１ 
本件事業に関する地域未来投資促進法に基づく「基本計画」には、（１）⽯垣「市の魅⼒
である⾃然環境や景観の保全に⼗分留意しつつ」⼟地利⽤が⾏われること、（２）「対象区
域の周辺である名蔵アンパル⼀帯・於茂登岳⼀帯をはじめ、優れた⾃然環境を形成してい
る⽔⾯や森林等については、積極的に保全するとともに、市⺠の余暇活動や環境学習の場
等としての有効利⽤を⼀層進める」計画とすること等が定められ、かかる記載事項に基づ
き国の承認が⾏われた。 
 
※注２ 
⽯垣市第 4 次総合計画基本構想では、「島の⾃然環境を守り活かす『いしがき』」を⽬指し、
「環境共⽣社会の先進都市を創る」「豊かな⾃然を保全・活⽤する」との⼤綱が⽰され、
「美しい⾃然の環境・景観など観光資源を⽣かして、観光・リゾートの振興に努めるとと
もに、豊かな海洋資源や農産物の活⽤と、特有の暮らしのスタイルの発信によって、⽯垣
ブランドの育成を推進」すること等が宣⾔されている。 
 
※注３ 
本件事業に関してユニマット社が提出した環境影響評価書（本年 10 ⽉ 29 ⽇公⽰）では、
希少な野⽣⽣物の⽣息地または⾃然環境への影響に関する県知事意⾒書による指摘事項の
うち、少なくとも次の点の対応が不⼗分であると⾔わざるを得ない。 
・名蔵湾の海域および名蔵アンパルの汽⽔域への影響について、⽣態系および⽔域⽣物に関す
る⼗分な科学的調査を⾏うことなく影響は軽微とし、必要な環境保全措置および事後調査を検
討していない点 

・カンムリワシについて、本件事業の対象地域が採餌場所であることは確認しつつ、営巣
の有無に関しては調査が不⼗分なまま発⾒に⾄っていないとし、⼯事および施設共⽤によ
るカンムリワシの⽣息地の改変および影響について回避・低減策が記述されていない点 
・ゴルフ場管理のための農薬使⽤の影響について、キバラヨシノボリやタナゴモドキ等の



  

淡⽔⿂、両⽣類、昆⾍類への影響を予測しつつ、⼗分な科学的調査を⾏うことなく影響は
軽微とし、必要な環境保全措置および事後調査の実施を記載していない点     以上 
 
本件に関する問い合わせ先： 
（公財）⽇本野⿃の会 ⾃然保護室   葉⼭政治  電話 03-5436-2633 e メール hayama@wbsj.org  
（公財）世界⾃然保護基⾦ジャパン 森林・野⽣⽣物室 野⽣⽣物グループ 
          ⼩⽥倫⼦  電話 03-3769-1716 e メール oda@wwf.or.jp 
 


